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2020 年１月 25 日 

株式会社ハイレックスコーポレーション 

 代表取締役社長 寺浦 太郎 

当社株式の大規模買付等に関する対応方針（買収防衛策） 

当社は、2020 年１月 25 日開催の当社第 76 期定時株主総会（以下「本定時株主総会」と

いいます。）にて株主の皆様のご承認を得て、当社株式の大規模買付等に関する対応方針（以

下「本プラン」といいます。）を継続することにつき提案し、株主の皆様のご承認を得まし

た。 

本プランの内容は以下の通りです。 

１．当社における企業価値および株主共同の利益の確保・向上に向けた取り組みについて 

(1) 当社の企業価値の源泉 

当社の企業価値の源泉は、 

① 1946 年の創業以来、コントロールケーブル一筋に心血を注ぎこみ、常に業界のリ

ーディングカンパニーとして長年培ってきた高品質ケーブルの製造技術・ノウハウ

とこれらケーブルを使ったコントロールシステムの製品開発力およびこれらに関す

るお客様（特に自動車メーカー）・仕入先様からの高い信用 

② 当社の創業者の理想「この仕事を通じて社会に貢献する」「この仕事を通じて立派

な人を創る」を受け継ぎ、それを実現する方策である社訓「良品・安価・即納」、経

営信条「信義誠実・和衷協力・不撓不屈・業務奉仕」のもとに確固とした公正・公平

な企業文化を築き上げ、経営陣と従業員の固い信頼関係を基盤に、全社一丸となって

社会の要請に応えていく中で得られてきたお客様、仕入先様、社会との強固な信頼関

係 

③ これらの信用・信頼関係を更に高め、株主の皆様への安定的な還元策の維持向上、

製品開発力・コア技術を維持発展させていくために必要不可欠な中長期ビジョン、お

よび中長期的な製品開発計画のために必要な設備投資等、これらを不測の経済変動

にも耐え、支えていくことができる健全な財務体質にあります。 

 当社は「株主」の皆様を始め「お客様」「仕入先様」「従業員」「社会」という全て

のステークホルダーから「安心・安全な価値ある企業」として信頼され、支持され、

更に今後もともに中長期的な価値を創造していくことこそが企業価値の源泉ひいて

は株主価値の最大化を実現する道と考えております。 

(2) 中期経営計画について 

当社は、企業価値の最大化を実現するために中期経営計画を策定し、毎年見直しをは
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かり、計画をローリングさせながら進めております。 

  当社グループは、ＥＶ等の環境規制対応により加速するバイワイヤ化によるコント

ロールケーブル用途の減少、世界的原材料価格の上昇、国内外競合メーカーとの価格競

争激化、中国市場の低迷、米中の通商問題等、大きな変化に直面しており、経営環境が

厳しいものになっております。そのような経営環境の中で、当社グループの強みであり

ます世界 17 ヶ国に展開した拠点が相互に協力・連携しながら、お客様の要望に即応す

ることでシェアを拡大していくことやお客様の期待を上回る新製品開発・拡販が、重要

な経営課題となっております。 

  当社グループは次の３つを基本戦略として、その経営課題に取り組んでまいります。 

 Ⅰ．足元を固める 

Ⅱ．安心品質・高付加価値・低価格製品の実現 

 Ⅲ．グローバル人材の育成 

  

 そのための方策として、以下の５つを柱としております。 

① 市場開拓 

  欧州自動車メーカーをはじめ中国およびインド市場における自動車メーカーから新

規受注を獲得し、欧州やインド等に新生産拠点の構築と生産能力増強を図ってまいり

ました。これら事業の経営の安定化を早期に実現し、当社製品の更なる世界シェアアッ

プを図ってまいります。 

   また、非自動車分野における新市場の開拓を積極的に推進してまいります。 

② 開発強化 

  製品の素材と設計の最適化によって低コストで高品質化を図り、お客様の期待を上

回る新製品をスピーディーに提案し、世界中のお客様に安心と喜びを届けてまいりま

す。 

   また、パワーリフトゲート、電動アクチュエータ等のシステム製品の開発および医療

機器、福祉関連機器、住宅関連機器等の非自動車分野の新製品開発に注力してまいりま

す。 

③ グローバル価格 

世界的原材料価格の上昇および自動車メーカーの生産販売のボーダレス化に対応す

べく、当社グループの強みであります世界 17 ヶ国に展開した拠点が相互に協力・連携

し、どの地域であっても当社グループの有する安心品質・高付加価値・低価格な製品を

供給し、お客様の多様なニーズを先取りし、当社グループが One Team となってお客様

の要望に即応してまいります。 

④ 安心品質 

  ４Ｓ（整理、整頓、清掃、整備）が自然にできるような仕事の流れで品質管理を徹底

し、世界中のどの拠点からでも安心してお客様に買っていただける体制を築いてまい

ります。 
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⑤ グローバル人材 

  世界中のどこでもプロの技術で教え導くことのできるスキルと国際適応力をもつグ

ローバル人材を育て、海外子会社に派遣することによって、現地の人材を育成してまい

ります。 

 

これら中期経営計画の着実な実行を通じて、コントロールシステムを中心とした創

造性豊かなシステム製品企業として、グローバルに社会貢献することにより、当社のブ

ランド価値を更に高め、お客様の満足と同時に企業価値の向上を目指してまいります。 

 

(3) コーポレート・ガバナンスの仕組みの強化 

   当社は、企業価値・株主共同の利益の向上のために不可欠な仕組みとして、従来より

コーポレート・ガバナンスの強化を重要な課題に掲げています。当社においては、取締

役７名の内３名が独立性を有する社外取締役であり、また、監査役４名の内３名が独立

性を有する社外監査役であります。当社はこれら社外役員全員を東京証券取引所に独

立役員として届出をしております。 

当社は、2001 年１月より執行役員制度を導入し、取締役の削減をはかり、迅速かつ

機動的な業務執行を行うことができる体制および経営の意思決定と業務執行の分離を

はかりつつ、業務執行を監視する体制を強化するように努めてまいりました。 

   また、経営陣の株主の皆様に対する責任を明確化するため、取締役任期を１年に設定

しております。 

   なお、当社の会計年度の終期は 10 月末日であり、例年、定時株主総会は１月下旬に

開催しているため、いわゆる株主総会の集中開催による形骸化のおそれはありません。

また、より多くの株主の皆様がご出席くださるよう土曜日に開催することを慣例とし

ており、株主総会本来の機能を確保できるように配慮しております。 

 

当社は、以上のような諸施策を実行し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・

向上をはかっていく所存であります。 

 

２．本プラン導入の目的 

(1) 当社は上場会社である以上、当社の株式が市場で自由に取引されるべきことは当然

であり、特定の者の大規模な買付行為であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の

利益の拡大につながるものであればこれを否定するものではありません。また、会社の

支配権の移転を伴う当社の株式買付に応じるか否かの判断は、最終的には当社株主の

皆様の判断に委ねられるべきものです。 

しかしながら、大規模な買付行為の中には、その目的等からして企業価値・株主共同

の利益に明白な侵害を与えるもの、株主の皆様に売却を事実上強制するもの、当社の取

締役会が代替案を提示するための十分な情報や検討期間を与えないもの、株主の皆様
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に十分な検討を行うための時間と情報を提供しないもの、当社が買付者等の提示した

条件よりも有利な条件をもたらすために買付者等との交渉を要するものなど、当社の

企業価値・株主共同の利益に反するものが幾つか存在しております。 

株主の皆様に会社の支配権の移転を伴う当社の株式買付に応じるか否かについて適

切な判断をしていただくためには、買付者等および当社取締役会等からの十分な情報

提供、ならびに株主の皆様が検討を行うのに十分な期間が必要不可欠です。また、当社

株式を売却せず継続的に保有するお考えの株主の皆様にとりましても、買付者等が指

向する当社の顧客、取引先、地域社会および従業員等の利害関係者に対する方針を含む

経営方針や事業計画の内容等は、その継続保有を検討するうえで重要な判断材料です。

このような濫用的な買付行為が行われることを未然に防止できなければ、当社の強み

である製造技術を支える優秀な従業員の流出を招き、お客様・仕入先様・社会からの強

固な信頼を失い、当社の上記１．「当社における企業価値および株主共同の利益の確保・

向上に向けた取り組み」の遂行に大きな影響を与えかねません。 

  そこで、当社は、大規模な買付行為の是非につき最終的判断を行う株主の皆様が適切

な判断を行うために必要となる情報等を収集・提供し、買付者等の意図する買収後の当

社の経営方針が当社の企業価値および当社株主共同の利益の向上に資するものである

か否かを評価・検討することを可能とするルールが必要であり、また、かかる評価・検

討の結果、当該買付行為が当社株主共同の利益および当社の企業価値を害するもので

あると判断される場合には大規模な買収提案の内容を改善すべく買付者等と交渉する

とともに、必要に応じて対抗措置を講ずる必要があると考えます。 

当社は、このような基本的な考え方に立ち、大規模買付等が一定の合理的なルールに

従って進められることが当社株主共同の利益および当社の企業価値の確保･向上に資

すると考え、本プランの継続導入を決定いたしました。 

 

(2) 2019 年 10 月 31 日現在における当社の株主の状況は、別紙３「当社株主の状況」の

通りであり、当社代表取締役および当社取締役が取締役を務める寺浦興産株式会社、当

社代表取締役が理事を務める公益財団法人寺浦奨学会、当社代表取締役寺浦實ならび

に当社取締役寺浦太郎の４名が合算して自己株式控除後の発行済株式総数の 30.19％を

保有しております。しかしながら、これらの株主と当社との間に今後も当社株式を保有

し続けることについて契約等が存在するわけではなく、将来において資金需要等から

当社株式が売却される可能性のあることは否定できません。また、公益財団法人寺浦奨

学会は６名の理事による合議制をとっており、当社とは独立した意思決定を行ってい

ます。 

また、当社の提案する本プランは、当社に対する買収行為の一切を排除しようとする

ものではなく、あくまでも買収行為を行おうとする者が買収条件等について十分な情

報を株主の皆様に提供することを確保するとともに、当社取締役会と誠実かつ真摯に

交渉する機会と時間を確保し、その結果、当社株主共同の利益および当社の企業価値の
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確保･向上の観点から、最適な結果を導くものです。また、かかるルールを予め設定し、

買収の手続の透明性を図ることは、かかるルールを設定していない場合に比して、買付

者等の予見可能性を確保し、当社および当社株主の皆様の利益となるような大規模買

付等に対して萎縮的効果を及ぼすことを未然に防止できるものと考えております。 

 

３．本プランの内容 

(1) 本プランの定める手続 

① 対象となる大規模買付等 

本プランは、特定株主グループ1の議決権割合2を 20％以上とすることを目的とする

当社株券等3の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が 20％以

上となる当社株券等の買付行為（市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何

を問いません。）のうち、当社の取締役会の同意を得ていないもの（以下、かかる買

付行為を「大規模買付等」といい、かかる買付行為を行う者またはその提案者を「買

付者等」といいます。）を適用対象とします。買付者等は、予め本プランに定められ

る以下の手続に従わなければならないものとします。 

 

② 意向表明書の当社への事前提出 

買付者等におきましては、大規模買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、

当該買付者等が大規模買付等に際して本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文

言等を記載した書面（以下「意向表明書」といいます。）を当社の定める書式により

提出していただきます。 

具体的には、意向表明書には、以下の事項を記載していただきます。 

(ⅰ) 買付者等の概要 

                                                   
1 特定株主グループとは、①当社の株券等（金融商品取引法第 27 条の 23 第１項に規定する株券等をいい

ます。）の保有者（同法第 27 条の 23 第１項に規定する保有者をいい、同条第３項に基づき保有者に含ま

れる者を含みます。）およびその共同保有者（同法第 27 条の 23 第５項に規定する共同保有者をいい、同

条第６項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。以下同じとします。）または②当社の株券等

（同法第 27 条の２第１項に規定する株券等をいいます。）の買付等（同法第 27 条の２第１項に規定する

買付等をいい、取引所有価証券市場において行われるものを含みます。）を行う者およびその特別関係者

（同法第 27 条の２第７項に規定する特別関係者をいいます。）を意味します。 
2 議決権割合とは、特定株主グループの具体的な買付方法に応じて、①特定株主グループが当社の株券等

（金融商品取引法第 27 条の 23 第１項に規定する株券等をいいます。）の保有者およびその共同保有者で

ある場合は、当該保有者の株券等保有割合（同法第 27 条の 23 第４項に規定する株券等保有割合をいいま

す。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数（同項に規定する保有株券等の数を

いいます。）も計算上考慮されるものとします。）または②特定株主グループが当社の株券等（同法第 27
条の２第１項に規定する株券等をいいます。）の買付等（同法第 27 条の２第１項に規定する買付等をい

い、取引所有価証券市場において行われるものを含みます。）を行う者およびその特別関係者（同法第 27
条の２第７項に規定する特別関係者をいいます。）である場合は、買付等を行おうとする者およびその特

別関係者の株券等保有割合（同法第 27 条の２第８項に規定する株券等保有割合をいいます。）の合計をい

います。以下同じとします。 
3 株券等とは、金融商品取引法第 27 条の 23 第１項または同法第 27 条の２第１項に規定される株券等を

いいます。以下同じとします。 



 6

(ｲ) 氏名または名称および住所または所在地 

(ﾛ) 代表者の役職および氏名 

(ﾊ) 会社等の目的および事業の内容 

(ﾆ) 大株主または大口出資者（所有株式または出資割合上位 10 名）の概要 

(ﾎ) 国内連絡先 

(ﾍ) 設立準拠法 

(ⅱ) 買付者等以外の特定株主グループの概要 

(ｲ) 氏名または名称および住所または所在地 

(ﾛ) 代表者の役職および氏名 

(ﾊ) 会社等の目的および事業の内容 

(ﾆ) 大株主または大口出資者（所有株式または出資割合上位 10 名）の概要 

(ﾎ) 国内連絡先 

(ﾍ) 設立準拠法 

(ⅲ) 買付者等が現に保有する当社の株券等の数、および、意向表明書提出前 60 日

間における買付者等の当社の株券等の取引状況 

(ⅳ) 買付者等が提案する大規模買付等の目的（大規模買付等の目的（支配権取得も

しくは経営参加、純投資もしくは政策投資、大規模買付等の後の当社の株券等の

第三者への譲渡等、または重要提案行為等4その他の目的がある場合には、その

旨および内容。なお、目的が複数ある場合にはそのすべてを記載していただきま

す。）を含みます。） 

(ⅴ) 買付者等が提案する大規模買付等の方法および内容（買付者等が大規模買付等

により取得を予定する当社の株券等の種類・数、買付等の対価の価額・種類、買

付等の時期、関連する取引の仕組み、買付等の方法の適法性、買付等の実行の蓋

然性を含みます。） 

 

③ 「本必要情報」の提供 

上記②の意向表明書をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、以下

の手順に従い、当社に対して、大規模買付等に対する株主の皆様のご判断のために必

要かつ十分な情報（以下「本必要情報」といいます。）を提供していただきます。 

まず、当社は、買付者等に対して、意向表明書を提出していただいた日から 10 営

業日5（初日不算入）以内に、当初提出していただくべき情報を記載した「情報リス

ト」を上記②(ⅰ)(ﾎ)の国内連絡先に発送いたしますので、買付者等には、かかる情報

リストに従って十分な情報を当社に提出していただきます。 

また、上記の情報リストに従い買付者等から提供していただいた情報では、大規模

                                                   
4 金融商品取引法第 27 条の 26 第１項に規定される重要提案行為等をいいます。以下同じとします。 
5 営業日とは、行政機関の休日に関する法律第１条第１項各号に掲げる日以外の日をいいます。以下同じ

とします。 
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買付等の内容および態様等に照らして、株主の皆様のご判断および当社取締役会の

評価・検討等のために不十分であると当社取締役会が合理的に判断する場合には、必

要かつ十分な本必要情報が揃うまで当社取締役会が別途請求する追加の情報を買付

者等から提供していただき、原則として当社取締役会から買付者等に対して上記の

情報リストが交付されてから 60 日以内（初日不算入）に本必要情報の提供を完了し

ていただくこととします（以下「情報提供期間」といいます。）。もっとも、本必要

情報の具体的な内容は大規模買付等の内容および規模によって異なることもありう

るため、当社取締役会は、大規模買付等の内容および規模ならびに本必要情報の具体

的な提供状況を考慮して、独立委員会の勧告に基づき、情報提供期間を最長 30 日間

延長することができるものとします。買付者等から提出された本必要情報が十分か

否か、当社取締役会が要求した本必要情報の内容・範囲が妥当か否か、および情報提

供期間を延長するか否かについては、当社取締役会が独立委員会からの勧告に従い

（但し、勧告に従うことが、取締役の善管注意義務に違反する場合があると判断する

場合を除きます。）決定いたします。なお、大規模買付等の内容および態様等にもか

かわらず、以下の各項目に関する情報は、原則として情報リストの一部に含まれるも

のとします。 

(ⅰ) 特定株主グループの各構成員（ファンドの場合は各組合員その他の構成員を含

みます。）の詳細（沿革、具体的名称、資本構成、事業内容、財務内容、役員の

氏名および職歴等を含みます。） 

(ⅱ) 大規模買付等の目的（意向表明書において開示していただいた目的の詳細）、

方法および内容（経営参画の意思の有無、取得を予定する当社の株券等の種類・

数、買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、関連する取引の仕組み、買付等

を行った後における株券等所有割合、買付等の方法の適法性および買付等の実

行の蓋然性を含みます。なお、大規模買付等の適法性については弁護士による意

見書を併せて提出していただきます。） 

(ⅲ) 大規模買付等の対価の算定根拠（算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数

値情報、買付等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内

容、算定の際に第三者の意見を聴取した場合における当該第三者の名称、意見の

概要および当該意見を踏まえて金額を決定するに至った経緯を含みます。） 

(ⅳ) 大規模買付等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の

具体的名称、調達方法および関連する取引の内容を含みます。） 

(ⅴ) 大規模買付等に際しての第三者との間における意思連絡の有無および意思連

絡がある場合はその内容および当該第三者の概要 

(ⅵ) 特定株主グループが既に保有する当社の株券等に関する貸借契約、担保契約、

売戻契約、売買の予約その他の重要な契約または取決め（以下「担保契約等」と

いいます。）がある場合には、その契約の種類、契約の相手方および契約の対象

となっている株券等の数量等の当該担保契約等の具体的内容 
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(ⅶ) 特定株主グループが大規模買付等後に保有することとなる当社の株券等（既に

保有する当社の株券等を含みます。）に関し、担保契約等の締結その他第三者と

の間の合意の予定がある場合には、予定している合意の種類、契約の相手方およ

び契約の対象となっている株券等の数量等の当該合意の具体的内容 

(ⅷ) 大規模買付等の後における当社および当社グループの経営方針、事業計画、資

本政策および配当政策 

(ⅸ) 大規模買付等の後における当社の従業員、労働組合、取引先、顧客および地域

社会その他の当社に係る利害関係者の処遇等の方針 

(ⅹ) 当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策 

なお、当社取締役会は、買付者等から大規模買付等の提案がなされた事実とその概

要および本必要情報の概要その他の情報のうち株主の皆様のご判断に必要であると

認められる情報がある場合には、適切と判断する時点で開示いたします。 

また、当社取締役会は、買付者等による本必要情報の提案が十分になされたと認め

た場合には、その旨を買付者等に通知（以下「情報提供完了通知」といいます。）す

るとともに、速やかにその旨を開示いたします。 

 

④ 取締役会評価期間の設定等 

当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、大規模買付等の評価の難易度等に

応じて、以下の(ⅰ)または(ⅱ)の期間（いずれも初日不算入）を、当社取締役会によ

る評価、検討、交渉、意見形成および代替案立案のための期間（以下「取締役会評価

期間」といいます。）として設定します。 

(ⅰ) 対価を現金（円価）のみとする公開買付けによる当社株券等の全部を対象とす

る公開買付けの場合には 60 日間 

(ⅱ) その他の大規模買付等の場合には 90 日間 

当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の

助言を得ながら、買付者等から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の

企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、買付者等による大規模買付等の

内容の検討等を行うものとします。当社取締役会は、これらの検討等を通じて、大規

模買付等に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付者等に通知

するとともに、適時かつ適切に株主の皆様に開示いたします。また、必要に応じて、

買付者等との間で大規模買付等に関する条件・方法について交渉し、更に、当社取締

役会として、株主の皆様に代替案を提示することもあります。 

 

  ⑤ 取締役会評価期間の満了までの大規模買付等の禁止 

    買付者等は、上記取締役会評価期間が満了するまでの間、大規模買付等を行わない

ものとします。 
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(2) 大規模買付等がなされた場合の対応策 

 ① 買付者等が本プランに定める手続を遵守しない場合 

買付者等により、本プランに定める手続が遵守されなかった場合には、具体的な

買付方法の如何にかかわらず、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同

の利益を守ることを目的として、新株予約権の無償割当て等の対抗措置を発動する

場合があります。当社取締役会は、買付者等が本プランに定める手続を遵守したか

否か、対抗措置の発動の適否、発動する場合の対抗措置の内容について、外部専門

家等の意見も参考にし、また、独立委員会の勧告に従い（但し、勧告に従うこと

が、取締役の善管注意義務に違反する場合があると判断する場合を除きます。）決

定します。 

具体的な対抗措置については、新株予約権の無償割当てその他法令および当社定

款で認められるもののうち、その時点で相当と認められるものを選択することとな

ります。具体的対抗措置として、新株予約権の無償割当てを実施する場合の概要は

別紙５「新株予約権無償割当ての概要」に記載のとおりですが、実際に新株予約権

の無償割当てを実施する場合には、特定株主グループに属する者または特定株主グ

ループに属する者になろうとする者（以下総称して「非適格者」といいます。）で

ないことを新株予約権の行使条件とする等、対抗措置としての効果を勘案した行使

期間および行使条件を設けることがあります。 

 

 ② 買付者等が本プランに定める手続を遵守した場合 

買付者等が本プランに定める手続を遵守した場合には、当社取締役会は、当該買付

等の提案についての反対意見の表明や代替案を提示することにより株主の皆様を説

得するに留め、大規模買付等に対する対抗措置は発動しません。この場合、買付者等

の買付提案に応じるか否かは、株主の皆様において、当該買付等の提案ならびに当社

取締役会が提示する当該買付等の提案に対する意見および代替案等をご考慮のうえ、

ご判断いただくことになります。 

ただし、大規模買付等が別紙４「当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なう

と認められる類型」に掲げる行為等により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益

を損なうおそれのある場合で、かつ、対抗措置を発動することが相当であると当社取

締役会において判断したときには、当社取締役会は、例外的に、新株予約権の無償割

当てその他法令または当社定款で認められる措置をとり、大規模買付等に対抗する

ものとします。ただし、当社は、この場合において、買付者等が有する新株予約権の

取得の対価として金銭を交付することを想定しておりません。 

具体的な対抗措置については、新株予約権の無償割当てその他法令および当社定

款で認められるもののうち、その時点で相当と認められるものを選択することとな

ります。具体的対抗措置として、新株予約権の無償割当てを実施する場合の概要は、

別紙５「新株予約権無償割当ての概要」に記載のとおりですが、実際に新株予約権の



 10

無償割当てを実施する場合には、非適格者ではないことを新株予約権の行使条件と

する等、対抗措置としての効果を勘案した行使期間および行使条件を設けることが

あります。 

なお、対抗措置を発動する際の判断の客観性および合理性を担保するため、当社取

締役会は、買付者等の提供する本必要情報に基づいて、外部専門家等の助言を得なが

ら、特定株主グループおよび大規模買付等の具体的内容や、大規模買付等が株主の皆

様の全体の利益に与える影響を検討し、独立委員会からの勧告に従い（但し、勧告に

従うことが、取締役の善管注意義務に違反する場合があると判断する場合を除きま

す。）判断します。 

また、別紙４「当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと認められる類型」

に掲げる行為等のうち、いわゆる高裁四類型（別紙４の１．から４．）および強圧的

二段階買収（別紙４の５．）の計５類型のいずれにも該当しない場合には、必ず株主

総会決議を経るものとします。 

 

(3) 独立委員会の設置 

本プランに定める手続が遵守されたか否か、また本プランに定める手続が遵守され

た場合でも、大規模買付等が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものであ

ることを理由として対抗措置を講じるか否かについては、当社取締役会が最終的な判

断を行いますが、本プランを適正に運用し、当社取締役会によって恣意的な判断がなさ

れることを防止し、その判断の合理性・公正性を担保するため、旧プランと同様に別紙

１「独立委員会規則」に基づき、独立委員会を設置いたします。独立委員会の委員は３

名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から

独立している社外取締役および社外監査役のいずれかに該当する者の中から選任しま

す。独立委員会委員に選任された、社外取締役である正木靖子氏、加藤徹氏および赤西

芳文氏ならびに社外監査役である吉竹英之氏および小林佐敏氏の略歴については別紙

２をご参照下さい。 

なお、独立委員会の判断が、当社の企業価値・株主共同の利益に資するようになされ

ることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、必要に応じて独立した外部専

門家（ファイナンシャル・アドバイザー）、公認会計士、弁護士、コンサルタントその

他の専門家）の助言を得ることができるものとします。 

 

(4) 株主意思確認手続 

当社取締役会は、大規模買付等に対する対抗措置を発動するにあたり、株主の皆様の

ご意思を尊重する趣旨から、独立委員会の勧告を受けたうえで、大規模買付等に対し、

対抗措置発動の可否またはその条件について株主の皆様に判断していただくこともで

きるものとします。また、上記(2)②のとおり、別紙４「当社の企業価値・株主共同の利

益を著しく損なうと認められる類型」に掲げる行為等のうち、いわゆる高裁四類型（別
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紙４の１．から４．）および強圧的二段階買収（別紙４の５．）の計５類型のいずれにも

該当しない場合には、必ず株主総会決議を経るものとします。 

株主の皆様の意思の確認は、会社法上の株主総会またはそれに類する手続（以下「株

主意思確認手続」といいます。）による決議によるものとします。当社取締役会は、株

主意思確認手続を開催する場合には、株主意思確認手続の決議の結果に従い、大規模買

付等の提案に対し、対抗措置を発動しまたは発動しないことといたします。 

なお、当社取締役会は、株主意思確認手続において議決権を行使しうる株主を確定す

るために基準日（以下「本基準日」といいます。）を設定するにあたっては、本基準日

の２週間前までには当社定款に定める方法によって公告するものとします。 

株主意思確認手続において議決権を行使できる株主は、本基準日の最終の株主名簿

に記載または記録された株主とします。また、株主意思確認手続による場合には、議決

権を行使できる株主に対して、招集通知を株主意思確認手続の２週間前の日までに発

送します。 

当社取締役会は、株主意思確認手続にて株主の皆様が判断するための情報等に関し、

重要な変更等が発生した場合には、株主意思確認手続の本基準日を設定した後であっ

ても、本基準日の変更、または株主意思確認手続の延期もしくは中止をすることができ

るものとします。 

 

(5) 対抗措置発動の手続 

本プランにおいては、上記(2)①のとおり、買付者等が本プランに定める手続を遵守

しなかった場合には、対抗措置を発動する場合があり、上記(2)②のとおり、買付者等が

本プランに定める手続を遵守した場合には、原則として大規模買付等に対する対抗措

置を発動しない、という形で対抗措置発動にかかる客観的な要件を設定しております

が、上記(2)①記載の場合に対抗措置を発動する場合および上記(2)②記載の例外的対応

をとる場合、当社取締役会は、当社取締役会の判断の合理性を担保するために独立委員

会に諮問することとします。 

独立委員会は、別紙１「独立委員会規則」に定められた手続に従い、買付者等の買付

内容につき評価、検討し、当社取締役会に対し、対抗措置を発動することができる状態

にあるか否か、また株主総会決議を経ることが相当か否かに関する勧告を行います。当

社取締役会はその勧告に従い（但し、勧告に従うことが、取締役の善管注意義務に違反

する場合があると判断する場合を除きます。）、上記対抗措置の発動または不発動等に

関する決議を速やかに行うものとします。当社取締役会は、かかる決議を行った場合、

速やかに情報開示を行うものとします。 

 

(6) 対抗措置の中止または発動の停止 

当社取締役会が上記(5)の手続に従い対抗措置の発動を決議した後、または、対抗措

置の発動後においても、(ⅰ)買付者等が大規模買付等を中止した場合、または、(ⅱ)対
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抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ、当社の

企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から発動した対抗措置を維持することが

相当でないと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、独立委員会の勧告に

基づき、または、勧告の有無もしくは勧告の内容にかかわらず、対抗措置の中止または

発動の停止の決議を行うものとします。当社取締役会は、かかる決議を行った場合、速

やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示

を行います。 

  

４．本プランの有効期間、廃止および変更 

本プランの有効期間は、本定時株主総会終結の時から 2023 年１月頃に開催予定の第

79 期定時株主総会終結の時までの３年間となります。ただし、同定時株主総会におい

て本プランを継続することがご承認された場合は、かかる有効期間は更に３年間延長

されるものとします。当社取締役会は、本プランを継続することがご承認された場合に

は、その旨を速やかにお知らせします。 

本プランは、有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更

または廃止の決議がなされた場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更ま

たは廃止されるものとします。また、当社の株主総会で選任された取締役で構成される

当社取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点

で廃止されるものとします。 

なお、当社取締役会は、本プランに反しない範囲、または会社法、金融商品取引法、

その他の法令もしくは金融商品取引所規則の変更またはこれらの解釈・運用の変更、ま

たは税制、裁判例等の変更により合理的に必要と認められる範囲で独立委員会の承認

を得たうえで、本プランを修正し、または変更する場合があります。 

当社は、本プランが廃止または変更された場合には、速やかに、当該廃止または変更

の事実および（変更の場合には）変更内容その他当社取締役会が適切と認める事項につ

いて、情報開示を行います。 

 

５．本プランの合理性 

(1) 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること 

 本プランは、経済産業省および法務省が平成 17 年５月 27 日に発表した「企業価値・

株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則

（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・

相当性の原則）を充足しています。 

また、本プランは、平成 20 年６月 30 日に公表された経済産業省の企業価値研究会

の報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容も勘案しており

ます。 

さらに、本プランは、2015 年６月１日に公表（2018 年６月１日に改訂版公表）され
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た東京証券取引所「コーポレートガバナンス・コード」における原則１－５および補充

原則１－５①を充足しています。 

 

(2) 株主共同の利益の確保･向上の目的をもって導入されていること 

 本プランは、上記２．(1)のとおり、当社株式に対する大規模買付等が行われた際に、

当該大規模買付等が適切なものであるか否か、当該買付等に応じるべきか否かを株主

の皆様が判断するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために買付者

等と交渉を行うことなどを可能とすることにより、企業価値ひいては株主共同の利益

を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。 

 

(3) 株主意思を重視するものであること（株主総会決議とサンセット条項） 

 本プランは、本定時株主総会における株主の皆様からのご承認が得ることができま

した。本プランの有効期間は、上記４．のとおり、2023 年１月頃に開催予定の当社第

79 期定時株主総会の終結のときまでの３年間となります。同定時株主総会で株主の皆

様からその継続についてご承認をいただけない場合、本プランは自動的に廃止される

こととなっております。また、本プランの有効期間の満了前であっても、株主総会また

は取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはそ

の時点で廃止されることになります。 

更に、上記３．(4)に記載のとおり、当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、株主

意思確認手続を招集し、大規模買付等に対して対抗措置を発動するか否かについて株

主の皆様のご意思を確認させていただくこともできるものとしており、また一定の場

合には必ず株主の皆様のご意思を確認させていただくものとしております。 

以上のように、本プランは、株主の皆様の意思の尊重に最大限の配慮を行っておりま

す。 

 

(4) 独立性の高い社外者の判断を重視していること 

 当社は、本プランの導入にあたり、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆様

のために対抗措置の発動および本プランの廃止等の運用に際しての実質的な判断を客

観的に行う機関として独立委員会を設置します。 

 本プランの導入に際し、独立委員会は、社外取締役および社外監査役から構成いたし

ます。 

 実際に当社に対して大規模買付等がなされた場合には、独立委員会が、独立委員会規

則に従い、当該買付等が当社の企業価値･株主共同の利益を毀損するか否か等を判断し、

当社取締役会はその判断に従い（但し、勧告に従うことが、取締役の善管注意義務に違

反する場合があると判断する場合を除きます。）決議を行うこととします。 

 このように、独立委員会によって、当社取締役の恣意的行動を厳しく監視するととも

に、その判断の概要については適時に株主の皆様に情報開示することとされており、当
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社の企業価値･株主共同の利益に資する範囲で本プランの運用が行われる仕組みが確

保されております。 

 

(5) 合理的な客観的要件を設定していること 

 本プランにおいては、上記３．(2)ないし(5)記載のとおり、大規模買付等に対する対

抗措置は合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ発動されないように設計さ

れており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保している

ものといえます。 

 

(6) 第三者専門家の意見を取得することができること 

 買付者等が出現すると、当社取締役会は、必要に応じて、独立した第三者（ファイナ

ンシャル･アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含み

ます。）の助言を受けることができるものとされています。これにより、当社取締役会

による判断の公正さ、客観性がより強く担保される仕組みとなっています。 

 

(7) デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと 

 上記４．のとおり、本プランは、当社株主総会または取締役会の決議をもって廃止す

ることができるものとされており、従って、本プランは、いわゆるデッドハンド型の買

収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお、発動を阻止できない買収防

衛策）やスローハンド型の買収防衛策（取締役会の構成員の交代を一度に行うことがで

きないため、その発動を阻止するのに時間を要する防衛策）ではありません。 

 なお、当社は、2008 年１月 26 日開催の当社第 64 期定時株主総会において、定款変

更の決議を行い、取締役の任期を１年としております。 

 

６．株主および投資家の皆様へ与える影響 

(1) 本プランが株主および投資家に与える影響等 

本プランは、上記２．(1)にて記載したとおり、大規模買付等がなされた場合に、大規

模買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断するため、あるいは当社取締役会が

代替案を提示するために、必要な情報や時間を確保すること等を目的としています。こ

れにより、株主の皆様は、十分な情報のもとで、大規模買付等に応じるか否かについて

適切な判断をすることが可能となり、ひいては株主の皆様全体の利益を確保・向上させ

ることにつながるものと考えております。 

  なお、前述の３．(2)に記載のとおり、買付者等が本プランを遵守するか否かにより当

該大規模買付等に対する当社の対応方針が異なりますので、株主および投資家の皆様

におかれましては、買付者等の動向にご注意ください。 

 

(2) 本プランの導入時に株主および投資家の皆様に与える影響 
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本プランの導入時には、新株予約権の発行自体は行われません。従って、本プランが

その導入時に株主および投資家の皆様の有する当社株式に係る法的権利および経済的

利益に対して直接具体的な影響を与えることはありません。 

 

(3) 本プランに定める対抗措置の発動時に株主および投資家の皆様に与える影響 

買付者等が本プランに定める手続を遵守しなかった場合には、当社取締役会は、当社

の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、法令または当社定款に

より認められている対抗措置を発動することがありますが、当該対抗措置の仕組み上、

非適格者以外の株主の皆様が法的権利または経済的側面において格別の損失を被るよ

うな事態が生じることは想定しておりません。当社取締役会が具体的対抗措置を発動

する事を決定した場合には、法令および金融商品取引所規則に従って適時適切な開示

を行います。また、新株予約権の行使または取得に関して差別的条件を付す場合には、

当該行使または取得に際して、非適格者の法的権利、経済的利益に影響が生じることが

想定されますが、この場合であっても、非適格者以外の株主および投資者の皆様の有す

る当社株式に係る法的権利および経済的利益に対して直接具体的な影響を与えること

は想定しておりません。 

なお、当社取締役会が対抗措置として、新株予約権の無償割当てを行うことを決議し

た場合には、当社取締役会決議において別途定める割当期日における当社の最終の株

主名簿に記載または記録された株主の皆様に対し、その保有する株式１株につき新株

予約権１個を上限とした割合で、新株予約権が無償にて割り当てられます。 

なお、当社取締役会が、新株予約権の無償割当ての決議をした場合であっても、上記

３．(6)に記載の手続等に従い当社取締役会が発動した対抗措置の中止または発動の停

止を決定した場合には、当社株式の株価に相応の変動が生じる可能性があります。例え

ば、当社が買付者等に対して対抗措置を発動し、当社株式１株当たりの経済的価値の希

釈化が生じることを前提にして売買を行った投資家の皆様は、株価の変動により損害

を被る可能性がある点にご留意ください。 

 

(4) 新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続 

① 新株予約権の割当ての手続 

当社取締役会が新株予約権の無償割当ての決議を行った場合には、当社取締役会

において割当期日を定め、これを公告いたします。割当期日における最終の株主名簿

に記載または記録された株主の皆様に新株予約権が無償にて割り当てられ、かかる

株主の皆様は、新株予約権無償割当ての効力発生日において当然に新株予約権者と

なりますので、申込みの手続等は不要です。 

 

② 新株予約権行使の手続 

当社は、割当期日における最終の株主名簿に記載または記録された株主の皆様に
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対し、原則として、新株予約権の行使請求書（行使にかかる新株予約権の内容および

数、新株予約権を行使する日等の必要事項、ならびに株主の皆様ご自身が非適格者で

はないこと等についての表明保証条項、補償条項、その他誓約文言を含む当社所定の

書式によるものとします。）その他新株予約権の権利行使に必要な書類を送付いたし

ます。 

新株予約権の無償割当て後、株主の皆様におかれましては、権利行使期間内でかつ

当社による新株予約権の取得の効力が発生するまでに、これらの必要書類を提出し

たうえ、新株予約権１個当たり、金１円以上で当社取締役会において定める価額を払

込み取扱場所に払い込んでいただきます。 

 

③ 当社による新株予約権の取得の手続 

当社は、当社取締役会が新株予約権を取得する旨の決定をした場合には、行使価額

相当額の金額を払い込むことなく、当社による新株予約権の取得の対価として、株主

の皆様に新株を交付することがあります。新株予約権の取得と引き換えに株式を株

主の皆様に交付するときは、別途、ご自身が非適格者ではないこと等についての表明

保証条項、補償条項その他誓約文言を含む当社所定の書式による書面をご提出いた

だくことがあります。 

以上 
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別紙１ 

独立委員会規則 

 

１．独立委員会は、当社取締役会の決議により、大規模買付等への対抗措置の発動等に関す

る取締役会の恣意的判断を防止し、当社取締役会の判断および対応の客観性および合理

性を担保することを目的として、当社取締役会の諮問機関として設置される。 

 

２．独立委員会の委員は、３名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業

務執行を行う経営陣から独立した社外取締役または社外監査役の中から、当社取締役会

が選任する。 

 

３．独立委員会委員の任期は、本プランの終結の時までとする。ただし、当社取締役会の決

議により別段の定めをした場合はこの限りでない。 

 

４．独立委員会は、以下の各号に記載される事項について決定し、その決定の内容をその理

由を付して取締役会に対して勧告する。当社取締役会は、この独立委員会の勧告に従って

（取締役の善管注意義務に違反する場合があると判断する場合を除く。）、新株予約権の

無償割当て等の対抗措置の発動または不発動等に関する決議を行う。なお、独立委員会の

各委員および各取締役は、こうした決定にあたっては、専ら当社の企業価値ひいては株主

共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うことを要し、自己または当社の経営陣

の個人的利益を図ることを目的としてはならない。 

① 本プランに係る対抗措置の発動または不発動 

② 本プランに係る対抗措置の中止および変更 

③ 本プランの廃止または変更 

④ その他本プランに関して取締役会が独立委員会に諮問する事項 

 

５．上記に定めるところに加え、独立委員会は、以下の各号に記載される事項を行うことが

できる。 

① 買付者等および当社取締役会が独立委員会に提供すべき情報およびその回答期限の

決定 

② 大規模買付等の内容の精査・検討 

③ 当社取締役会に対する代替案の提出の要求・代替案の検討 

④ その他本プランにおいて独立委員会が行うことができると定められた事項 

⑤ 当社取締役会によって別途独立委員会が行うことができるものと定めた事項 

 

６．独立委員会は、意向表明書および提出された情報が本必要情報として不十分であると判

断した場合には、買付者等に対し、当社取締役会を通して、本必要情報を追加的に提出す
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るよう求めることができる。また、独立委員会は、買付者等から意向表明書および当社取

締役会から追加提出を求められた本必要情報が提出された場合、取締役会に対しても、所

定の期間内に、大規模買付等の内容に対する意見およびその根拠資料、代替案その他独立

委員会が適宜必要と認める情報等を提示するよう要求することができる。 

 

７．独立委員会は、必要な情報収集を行うため、当社の取締役、監査役、従業員その他独立

委員会が必要と認める者の出席を要求し、独立委員会が求める事項に関する説明を求め

ることが出来る。 

 

８．独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公

認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む。）の助言を得ること等ができ

る。 

 

９．各独立委員会委員は、大規模買付等がなされた場合その他いつでも独立委員会を招集す

ることができる。 

 

10．独立委員会の決議は、原則として、独立委員会委員の全員が出席し、その過半数をもっ

てこれを行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、独立委員会委員の過半数が出席

し、その議決権の過半数をもってこれを行うことができる。 

以上 
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別紙２ 

独立委員会委員の略歴 

 

吉竹 英之（よしたけ ひでゆき） 

当社社外監査役 

1936 年 11 月１日生 

〔略歴〕 

1955 年４月 大阪国税局採用 

1994 年７月 南税務署長就任 

1995 年９月 税理士登録（現任） 

2004 年１月 当社社外監査役（現任） 

2015 年６月 明星工業株式会社社外取締役（監査等委員） 

2019 年６月 同社退任 

 

加藤 徹（かとう とおる） 

当社社外取締役 

1942 年６月 23 日生 

〔略歴〕 

1969 年４月 大阪大学法学部助手 

1991 年４月 和歌山大学経済学部教授 

1993 年１月 法学博士（早稲田大学）（現任） 

1997 年４月 関西学院大学法学部教授 

2004 年４月 関西学院大学大学院司法研究科（法科大学院）科長、同教授 

2011 年４月 名古屋経済大学大学院法学研究科教授 

            関西学院大学名誉教授（現任） 

2012 年１月 当社社外取締役（現任） 

2016 年４月 名古屋経済大学名誉教授（現任） 

 

正木 靖子（まさき やすこ） 

当社社外取締役 

1955 年４月８日生 

〔略歴〕 

1982 年４月 弁護士登録（神戸弁護士会（現兵庫県弁護士会））（現任） 

2004 年４月 関西学院大学大学院司法研究科教授 

2008 年１月 当社社外取締役（現任） 

2008 年４月 兵庫県弁護士会会長 

2011 年４月 日本司法支援センター（法テラス）兵庫地方事務所所長 
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2013 年４月 近畿弁護士会連合会理事長 

2014 年６月 生活協同組合コープこうべ員外監事（現任） 

2018 年３月 株式会社ノーリツ社外監査役 

2018 年４月 日本弁護士連合会副会長 

2019 年３月 株式会社ノーリツ社外取締役（監査等委員）（現任） 

 

赤西 芳文（あかにし よしふみ） 

弁護士 弁護士法人堺筋総合法律事務所所属 

当社社外取締役 

1948 年３月５日生 

〔略歴〕 

1972 年４月 最高裁判所司法研修生 

1974 年４月 神戸地方裁判所判事補 

1992 年４月 大阪法務局訟務部付検事 

1993 年４月 大阪法務局訟務部長 

2007 年１月 神戸家庭裁判所長 

2008 年 10 月 大阪高等裁判所判事部総括 

2013 年６月 弁護士登録（大阪弁護士会）（現任） 

2013 年９月 大阪府公益認定等委員会委員 

2014 年４月 近畿大学法科大学院教授（現任） 

2017 年１月 当社社外取締役（現任） 

 

小林 佐敏（こばやし さとし） 

当社社外監査役 

1945 年１月 11 日生 

〔略歴〕 

1963 年４月 大阪国税局採用 

2002 年７月 尼崎税務署長就任 

2003 年９月 税理士登録（現任） 

2008 年１月 当社社外監査役（現任） 

2011 年２月 モリト株式会社社外監査役 

2019 年２月 同社退任 
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別紙３ 

当社株主の状況（2019 年 10 月 31 日現在） 

【発行可能株式総数】   8,000 万株 

【発行済株式総数】    3,821 万 6,759 株（自己株式 150,613 株を含む） 

【議決権を有する株主数】 2,217 名 

【大株主の状況】 

氏名または名称 住所 所有株式数 

発行済株式

総数に対す

る所有株式

数の割合(％) 

寺浦興産株式会社 兵庫県宝塚市栄町一丁目 12-28 9,170,200 24.09 

公益財団法人寺浦奨学会 兵庫県宝塚市栄町一丁目 12-28 1,554,000 4.08 

ジェーピー モルガン チ

ェース バンク 380684 
（常任代理人 株式会社み

ずほ銀行決済営業部） 

英国・ロンドン 
（東京都港区港南二丁目 15-1） 

1,397,600 3.67 

ビービーエイチ フオー 

フイデリテイ ロー プラ

イスド ストツク フアン

ド（プリンシパル オール 

セクター サブポートフオ

リオ） 
（常任代理人 株式会社三

菱 UFJ 銀行） 

米国・ボストン 
（東京都千代田区丸の内二丁目 7-1） 

1,351,800 3.55 

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目 6-6 1,259,795 3.30 

ジェーピー モルガン バ

ンク ルクセンブルグ エ

スエイ  380578 
（常任代理人 株式会社み

ずほ銀行決済営業部） 

ルクセンブルグ大公国・セニンガーバーグ 
（東京都港区港南二丁目 15-1） 

1,176,400 3.09 

ＳＳＢＴＣ  ＣＬＩＥＮＴ 
ＯＭＮＩＢＵＳ ＡＣＣＯＵ

ＮＴ 
（常任代理人 香港上海銀

行東京支店 カストディ業

務部） 

米国・ボストン 
（東京都中央区日本橋三丁目 11-1） 

1,134,363 2.97 

西川ゴム工業株式会社 広島県広島市西区三篠町二丁目 2-8 1,034,700 2.71 

日本トラスティ・サービス信

託銀行株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海一丁目 8-11 940,300 2.47 

日本マスタートラスト信託

銀行株式会社（信託口） 
東京都港区浜松町二丁目 11-3 928,300 2.43 

（注）発行済株式総数に対する所有株式数の割合は自己株式（150,613 株）を控除して計算しております。 
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別紙４ 

当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと認められる類型 

 

１．買付者等が真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて

高値で当社の株券等を当社関係者に引き取らせる目的で当社の株券等の取得を行ってい

るまたは行おうとしている者（いわゆるグリーンメイラー）であると判断される場合 

 

２．当社の会社経営を一時的に支配して当社または当社グループ会社の事業経営上必要な

知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先または顧客等の当社または当社グルー

プ会社の資産を特定株主グループまたはその関係者に移転する目的で当社の株券等の取

得を行っていると判断される場合 

 

３．当社の会社経営を支配した後に、当社または当社グループ会社の資産を特定株主グルー

プまたはその関係者の債務の担保や弁済原資として流用する目的で、当社の株券等の取

得を行っていると判断される場合 

 

４．当社の会社経営を一時的に支配して、当社または当社グループ会社の事業に当面関係し

ていない不動産、有価証券等の高額資産等を売却等により処分させ、その処分利益をもっ

て一時的に高配当をさせるかあるいはかかる一時的高配当による株価の急上昇の機会を

狙って当社の株券等の高価売り抜けをする目的で当社の株券等の取得を行っていると判

断される場合 

 

５．買付者等の提案する当社の株券等の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収（最初の買

付で当社の株券等の全部の買付を勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定

し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株券等の買付等を行うことをいう。）等の、

株主の皆様の判断の機会または自由を制約し、事実上、株主に当社の株券等の売却を強要

するおそれがあると判断される場合 

 

６．買付者等の提案する当社の株券等の買付等の条件（買付対価の種類および金額、当該金

額の算定根拠、その他の条件の具体的内容（当該取得の時期および方法を含む。）、違法

性の有無ならびに実現可能性等を含むがこれらに限られない。）が、当社の企業価値に照

らして著しく不十分または不適切なものであると判断される場合 

 

７．買付者等による支配権の取得により、当社株主、顧客、従業員その他の利害関係者の利

益を不当に害することで、当社の企業価値・株主共同の利益の著しい毀損が予想されるな

ど、当社の企業価値・株主共同の利益の確保または向上を著しく妨げるおそれがあると判

断される場合 
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８．買付者等の経営陣または主要株主に反社会的勢力と関係する者が含まれている場合等、

買付者等が公序良俗の観点から当社の支配株主として著しく不適切であると合理的に判

断される場合 

以上 
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別紙５ 

新株予約権無償割当ての概要 

 

１．新株予約権付与の対象となる株主およびその発行条件 

取締役会で定める割当期日における最終の株主名簿に記載または記録された株主に対

し、その所有する当社普通株式（ただし、当社の所有する当社普通株式を除く。）１株に

つき１個の割合で新株予約権を割り当てる。 

 

２．新株予約権の目的となる株式の種類および数 

新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの目

的となる株式の数は、新株予約権１個につき１株を上限として、当社取締役会が別途定め

る数とする。 

 

３．発行する新株予約権の総数 

新株予約権の割当総数は、新株予約権の無償割当決議において当社取締役会が別途定

める一定の日における当社の最終の発行済株式総数（但し、当社が有する普通株式の数を

除く。）を上限として、当社取締役会が別途定める数とする。 

 

４．新株予約権の発行価額 

無償とする。 

 

５．新株予約権の無償割当ての効力発生日 

当社取締役会が別途定める日とする。 

 

６．各新株予約権の行使に際して出資される財産の内容および価格 

各新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して

出資される財産の当社普通株式１株あたりの金額は１円以上で取締役会が別途定める額

とする。 

 

７．新株予約権の譲渡制限 

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 

 

８．新株予約権の行使条件 

非適格者に行使を認めないこと等を行使の条件として定める場合がある。 

適用ある外国の証券法その他の法令上、当該法令の管轄地域に所在する者による新株

予約権の行使に関し、所定の手続の履行または所定の条件の充足が必要とされる場合、当

該管轄地域に所在する者は、当該手続および条件がすべて履行または充足されていると
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当社が認めた場合に限り、新株予約権を行使することができる。なお、当社が上記手続お

よび条件を履行または充足することで当該管轄地域に所在するものが新株予約権を行使

することができる場合であっても、当社としてこれを履行または充足する義務を負うも

のではない。 

詳細については、新株予約権の無償割当決議において当社取締役会が別途定めるもの

とする。 

 

９．当社による新株予約権の取得 

① 当社は、新株予約権の行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社が新株予約権を

取得することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別途定め

る日の到来日をもって、すべての新株予約権を無償にて取得することができるものとす

る。 

② 当社は、非適格者以外のものが所有する新株予約権を取得し、これと引き換えに新株

予約権１個につき１株以内で取締役会が予め定める数の当社普通株式を交付することが

できる旨の取得条項を付す場合がある。他方、非適格者が所有する新株予約権について

は取得しないこととする場合がある。 

また、かかる取得がなされた日以降に、新株予約権を有する者のうち非適格者以外の者

が存在すると当社取締役会が認める場合には、上記の取得がなされた日より後の当該当

社取締役会が別途定める日の到来日をもって、当該者の有する新株予約権のうち当該当

社取締役会の定める日の前日までに未行使のもの全てを取得し、これと引き換えに、新株

予約権１個につき１株以内で当該当社取締役会が定める数の当社普通株式を交付するこ

とができるものとし、その後も同様とする。 

③ 当社が、非適格者が所有する新株予約権について取得することができるとする場合に

おいても、非適格者が有する新株予約権の取得の対価として金銭を交付することはでき

ないものとする。 

なお、詳細については、新株予約権の無償割当決議において当社取締役会が別途定める

ものとする。 

 

10．対抗措置発動の中止等の場合の無償取得 

当社取締役会が、対抗措置の発動を停止した場合その他新株予約権の無償割当決議に

おいて当社取締役会が別途定める場合には、当社は、新株予約権の全部を無償にて取得す

ることができるものとする。 

 

11．新株予約権の行使期間等 

新株予約権の行使期間、その他必要な事項については、取締役会が別途定めるものとす

る。 

以上 


